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第 3部 景域環境保全活動と社会システム

第 6章 沖縄 にみる参加型環境保全 システム (池田孝之､清水肇､崎山正美)

6-1 環境保全 ･改善活動の概念と動向

<1> 環境保全 ･改善活動の概念と循環 ･完結型モデル環境としての島喚性

1 環境保全 ･改善活動 とは

わが国における環境問題は､昭和30-40年代の高度経済成長期に発生 した公害に対

する取 り組みから始まった｡その後､都市の無秩序な拡大(スプロール)や開発に伴 う

自然破壊 ･侵食に対する保全意識の高まりとともに､世界的な視点あるいは地球規模

での環境問題に対する課題 としても自然保護 ･保全意識が大 きく高まり､今 日に至っ

ている｡この沖縄においても､復帰以降の公共事業の施行や民間開発による自然環境

の改変はすざましく､自然の保護 ･保全が強 く叫ばれ､各地で開発 と保全との対立が

生 じている｡

だが､最近は､発展途上国の状況を踏 まえて､持続可能な開発を許容 した自然保全

の方策が必要とされている｡また､これまでの トラス トでの買い取 りを含めた強力な

自然保護策だけでなく､身近な範囲での環境を改善 し､創造 しようとする環境改善の

動 きが出てきている｡さらに､ビオ トープ (生物の生息空間)に代表される自然生態

系への配慮 ･再生が環境整備の方向を決めつつある｡住民が参加 し､身近な環境を保

護 ･改善 ･管理するという活動が新 しい動 きである｡これらの活動を行政､住民､企

業､専門家等のパー トナーシップという新たな関係によって支え､推進 して行こうと

しているのも今 日的な特徴である｡

本研究でいう ｢環境保全 ･改善活動｣とは､このような新 しい状況の中で､地域の

生態系の枠組みのもとで､身近な生活環境の保全 ･改善 ･再生 ･創造を目標に､各主

体間の協力関係(パー トナーシップ)を通 しながら､自主的な活動を行っている行為 を

さす｡

図6-1 ビオ トープによる環境共生都市のイメージ
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2 循環 ･完結型モデル環境としての島膜性

沖縄の地域が有する島喚性は､島峡群の持つ閉鎖性という枠組みのもとで､環境を

構成する､水､土､緑､そこに生息する生物､生活する集落などの環境の循環機能が

明確に働いており､環境における生態系が完結 していると言える｡また､そこにおけ

る環境の循環性は､環境保全 ･改善を考える際に､問題の発生から､対応方策までの

系が捉えやすく､モデルとして最適である｡そこでの検討は､環境保全 ･改善の共通

モデルとしての具体的なイメージや方策を得ることが期待されるとともに､他の地域

への反映や比較-の展開が可能となる｡さらには､アジアや太平洋地域などへの環境

保全 ･改善方策(技術)についての国際貢献に結びつくことにもなるとも考えられる｡

(手書) 府民草加システム体系放念図 (出兵 :大阪肘頭蛾捻合打軌

図6-2 環境における行政と市民相互の参加システム

(大阪府環境総合計画より)
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<2> 参加型環境保全 ･改善活動の動向

1 これまでの参加型環境保全 ･改善活動

これまでの参加型環境 ･改善活動については次のようなタイプがある｡

｢公共提唱型｣
｢住民自主活動型｣

｢企業参加型｣

｢専門家提唱型｣

公共側が､環境政策を推進するため､あるいはその啓蒙のために､環境美化､緑化

活動､リサイクル運動などの活動を提唱 し､支援､普及をはかっているタイプは全国

的に多い｡だがそのほとんどは､一過性の運動や成果に終わってしまうものが多 く､

継続的な活動や､住民の自主的な取 り組みを広げていく方向にはなかなか繋がってい

かない｡最近は､都市計画法の改正を受けての市町村都市マスタープランが住民参加

で策定するようになり､その中での環境保全 ･改善方策への取 り込みへ向けて積極的

な対応が求められている｡

一方住民が自主的に環境保全 ･改善の活動に取 り組み始めたのは､公害反対や自然

保護運動の成果の後で､そのエネルギーの矛先が自分たちの身近な生活環境の改善に

目をむけ始めたのがきっかけである｡もちろん､一方的な公共施設事業の実施や大規

模開発に対する代替案提示という､反対から提案へと活動の方向が発展 していったこ

ともある｡だが､なかなか開発と保全 という対立の構造から抜け出せないというジレ

ンマも抱えている｡最近は､ホタルや トンボのいる川づ くりなど､河川浄化から地域

の特徴ある環境回復を目指 して､住民の自主的な環境改善活動が各地で起 きているの

も新 しい動きである｡

企業がメセナと称 して環境保全 ･改善運動に参加 した例は一時期あったが､収益を

目途とした環境の産業化の動きは環境技術や工法の開発を除いては余 り見れなくなっ

た｡最近は､環境共生型の都市施設整備を推進するものとして､省エネルギーや新エ

ネルギーの開発が盛んである｡企業がボランティアの立場で環境保全 ･改善に対 して

参加する例は､寄付行為から技術､場所､労働力等の提供などがあるが､これからと

いう段階である｡

近年､まちづ くりの視点から､住民参加で､身近な生活環境を点検 ･見直 しをし､

その改善 ･整備方向を構築 しようという動 きが各地で展開されている｡これらは､都

市計画関係のプランナーが働 き掛けとなって､まちづ くりのゲーム感覚導入と合わせ

て､ワークショップ形式をとるなど､さまざまな工夫を加えて､地域住民によるまち

づ くりを展開しようとしている｡当然環境の保全 ･改善についてもその中心課題とな

る例も多 く､市町村の都市マスタープランづ くりにおける住民参加と重なって各地で

その成果が出始めている｡
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2 パー トナーシップによる新 しい参加型環境 ･改善活動

以上のような各主体による環境保全 ･改善に関する活動は､個々ばらばらで行って

いてはその効果は薄 くかつ問題の陸路は解けないことから､各主体間をつなぐパー ト

ナーシップが近年の関心事 となっている｡

パー トナーシップでの環境改善の代表的な活動は､イギリスのグラウンドワーク ･

トラス トがあげられる｡これは､住民､公共､企業がパー トナーシップで地域の身近

な環境改善活動を行 うのを､グラウンドワーク ･トラス トが専門家集団としてプロジェ

ク ト化 し､各パー トナー-働 き掛けをするという､極めて積極的な環境改善のための

推進 ･支援活動である｡すでに10年を超えた実績 と世界各地-広が りを見せてお り､

わが国にも日本グラウン ドワーク協会が支部 として置かれ､その実践例が､滋賀県甲

良町や静岡県三島市などで展開 している｡

各々の自主的な活動団体によるパー トナーシップは､形を変えて種々存在 してお り､

河川の浄化､緑化､都市内のビオ トープのための自然回復など､各地で取 り組 まれて

いる｡また最近は､ボランティア活動の発展形態 として､NGOやNPOによる環境

保全 ･改善の活動 も見 られるようになってきた｡

しかしながら､このような各種のパー トナーシップによる環境保全 ･改善の活動､

支援の働き掛けも､ややもすると特定の利益団体の介入や新規 ビジネスとしての動 き

も含めて乱立 しているきらいがある｡地域の環境保全 ･改善の主体が誰なのか､生活

の中で生きがいと楽 しみを共有するボランティアという行動が､地域エゴや利害行動

を乗 り越えてい くためには､どのような協力 ･協調関係を築 き上げてい くべ きかを活

動実態の中から追求 してい く必要がある｡また､本来の住民参加による環境保全 ･改

善のためのパー トナーシップの活動を支え､推進 してい くための制度的な支援システ

ムや専門家集団の在 り方 も検討 していかなければならない｡

l 環- I

l EC ‡ ｢蒜 可

｢完 表 1 山 薬草 粒 頓 横 軸 幸 ｢蒜 蒜 1

企業 行政

学校 ;;;;漢学:..鞍:箪滞:g:類字華葦手 軽;≡. 住民

&% +'}*JT

▼

地域の環境改善法動

図6-3 グラウン ドワークの仕組み
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(メリット)

地元主体の環境改善 コミュニティの榛東

生活水準の責的向上 鼻体的成果への濃足

財政的 .技術的支覆 自己実践能力の向上

子供蓋への環境教育 郷土への縛りと愛義

.Ii:=** *-;::

‥…木 葉車-蘇 ;-

､ペン ､ 技術の 供
提案 プラン
市民ボ ンティア

子 達 参加賞金運営杜 機材技′的協力車やパ の供与 ボランティア敷地､ 投の貸与 コンク-)や表彰景孟至ザ17三g;慧歪 Act.onfd,theEnv.r- ent 誓霊宝志望集の警 アップ

‥宣 棟 三 三 雷雲芸芸 凍 舶 赦
授業とのタイアップ

(メリット) 華軽享凍牽 くメリッ ト)
企薫イメージの向上 絶域貫輔.懇書活動 環壌行政の飛Jt的推進 地域経済活動の活発化

企薫施散の環壌改善 ネットワークの拡大 政府からの補助や助成 ボランティアの着任化

薫繍向上と人材確保 環境規制の早期対応 自治体への好患度向上 自治体の全日的な空知

ビジネス機会の嶋大 遊休地零の有効利用 実賞的まちづくり推進 自治体義Aの賞的向上

図 6-4 グ ラ ウ ン ドワー ク にお け るパ ー トナ ー シ ッフ
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6-2 沖縄の島喚環境と社会システム

<1> 沖縄の環境特性

1 自然環境特性

(1) 気候 ･気象的特性

九州本土 と台湾 との間にかけての弧状列島を南西諸島といい､それは､鹿児島県

側の薩南諸島と沖縄県側の琉球諸島､大東諸島､尖閣諸島より構成される｡

沖縄県は北緯24-27度 と東経123-132度の間にあ り､東西約1,000km､南北約400

kmの中にあ り､｢ケッペ ンの気候区分｣によれば亜熱帯気候 に属する｡ また､周囲

を黒潮の流れに囲まれていることから亜熱帯海洋性気候 とも称 さjt､冬季は温暖で

あ り､夏季は海からの風によって炎暑 も和 らげられている｡一方､これらの島々は

東アジア季節風帯に属 し､冬は北東季節風が､夏には南西季節風が卓越する｡した

がって､冬は季節風によって体感温度は下が り､実際の気温 より寒 く感 じるもので

ある｡また､夏から秋にかけては猛烈な台風が襲来する｡また､年間降水量は約 2,

300mmであるが､降水分布には偏 りがあ り､水不足にしば しば見舞われる｡ このよ

うな気候要因から､島の人々は生活基盤を築 く知恵として､風への対処 と水を確保

する技術 を発達 させてきた｡

戦力●〈ン′二'丁 .'21' ['れ■ lln'.tf:::,ア陶JJ-■●●ら.T . JT増PA JLA大"-'J;A.'O .千:

t～8● 訴Q 南西 I:中吐 qaN 列 A OJtL8･書ーiJL'皇A.l一当JL大もプ之▲之■▲ 鍾南77tJL 28●

26' 尖 抑 Jt Jk 島 諸 モー一g.堀A一AtJL琉 勺 ...鷲美 .̀?l A C,批 ▲C7糾 ▲a;JlY.;二A島…ふ ㊥ 請令 北大■■

○ナイ宙 it21 .IV)Ae - - …IJ;. 球請島Jh .ぜ 古A.d z" .州 ` 沖 A ff A･;. ot>㊥ pk大tJLJ★ t n;JL**tJL～一

図 6-5 沖縄の島々位置図
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(2) 生物地理的特性

南西諸島の中で､太平洋の深海底上にある大東諸島と大陸棚上にある尖閣諸島を

除く島々を琉球列島という｡この琉球列島は､琉球海溝と沖縄舟盆との間の地背斜

部に弧状に並んだ島々のことをいう｡南西諸島の 2ヶ所には大 きな断層が見 られる｡

奄美大島の北にある トカラ構造海峡と､沖縄島の南西にある宮古凹地である｡こ

の二つの境界によって､琉球列島は北､中､南琉球の3区に分割される｡

琉球列島を中心とする東シナ海の古地理の変遷は変化に富んでいる｡今か ら1000

万年前は､中国大陸南部から琉球列島､日本本土は陸続きであった｡約 500万年前

になると琉球列島は九州に続 く北琉球と､中琉球､真波琉球の 3つのブロックに分

離する｡

約150万年前には､中琉球と南琉球は､中国大陸と台湾と陸続 きになる｡約100万

年前になると島々は大陸から分離 し､ほぼ現在の琉球列島の形態が出来上がる｡

以上の古地理の変遷から､琉球列島の中琉球と南琉球は日本本土と古 くに分離 し､

また､中国大陸の南部とも約100万年前に分離 していたことが､中琉球 と南琉球に

遺存種や固有種が多 く分布する理由となる｡

北琉球と南琉球の間の トカラ海峡には､生物地理学上重要視される渡瀬線が引か

れている｡世界の植生区分では､渡瀬線 より北が全北区系界で､南が旧熱帯区系界

となる｡中琉球､南琉球は東南アジアに近い植生となっている｡

また､黒潮は南の方から流jlてきて､台湾と与那国島の間で北に方向を変え､さ

らに奄美大島と屋久島と種子島の間で反流する｡この黒潮の流れに囲まれた島が中

琉球と南琉球で､生物地理学上 も地質上 も共通性の強い地域 となっている｡この黒

潮の影響と亜熱帯気候 という条件の中で､沖縄の島々は世界でも有数の造礁サンゴ

の多様性が高い地域となっている｡とりわけ石垣島は､フィリピン､インドネシア､

インド洋の島々と共に､最 も多様性の高い地域 とされる｡また､この範囲がかつて

の琉球王国の範囲であったことを考えると､生物地理と文化の領域が一致するとい

うことは非常に興味があることである｡

琉球列島の植物には固有種が108種､固有亜種が 7種､固有雑種 3種 ､固有変種

が38種ある｡琉球列島における動物相は､次の点で特異であるとされる｡(∋原始的

な遺存種が生息 している､(多種の興亡の事例が少なくない､(参沖縄の特産種が多い､

①種 ･亜種の分化が顕著でヾ島々には特異な地方型が分布する､6)熱帯系動物の北

限になっている､(む渡 り鳥の越冬地となり､また､南下の中継地ともなっている｡

また､サンゴ礁分布の北限域にあたるとともに､世界でも多様性の高い地域の中

に含まれている｡

沖縄の島々､とりわけヤンパルと西表島等の自然の保全を扱う場合には､この生

物地理的特性への理解が重要である｡
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約1000万年前
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約100万年前

東 シナ海の島々の古地理

出所 :宮城栄昌編 ｢沖縄歴史地図 考古｣

図 6-7 黒潮の流れ

出所 : ｢沖縄の生物｣1984
日本生物教育会

沖縄大会記念誌

図 6-8 造礁サ ンゴの多様性の地理的分布

出所 :｢沖縄の自然｣平凡社

(3) 島 と集落の型 と環境

沖縄の島々を地理学的に区分すると､高島型 と低島型に区分することができる｡

高島型 とは､沖縄本島北部のように山地丘陵が発達する島で､慶良問諸島､久米

島の一部､石垣島の一部､西表島､与那国島などがその型の島となる｡高島型の島

の土壌 はおおむね国頭マージよりな り､河川が よく発達する｡

低 島型 とは､沖縄本島の中南部や伊江島､宮古島､多良間島などの島々で､石灰

岩 よ りなる低平 な地形 となる｡土壌は島尻マージ又はジャーガルとなっている｡河

川はジャーガル地帯で よく発達するが､島尻マージ地帯では雨水の地下浸透が顕著

で､地下水脈が発達する｡

この高島型 と低島型 とい う大 きな地形的区分 に､人の住 まう地域要素 を加味 して

集落の型 を区分すると､山原型､石灰岩台地型､珊瑚礁島峡型に区分することがで
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きる｡この特性は､自然保全､緑化､リサイクル ･清掃､文化財保全等の全ての環

境活動で配慮を必要とする｡各々の特色は次のとお りである｡

① 山原型

急峻な山地地形で､河川が発達する｡地質的には古生代のもので､海面隆起 し

た年代 も古いことから､固有種が多い｡特に中琉球の沖縄本島の北部､奄美大島

は､固有種の多きは他の島々に比べ群を抜いている｡土壌は酸性土壌で､植生は

イタジイを主とする｡

地形が急峻なこともあって開発が遅れた地域で､その結果､自然は多 く残され

てきた｡しか し､復帰後はダム開発､林道建設､パルプ用チ ップ材のための森林

伐採､農地造成による自然の破壊が進行 している｡その結果は､赤土流出､貴重

な生物の生息地の縮小､その他動物の移動の制約及びその際の事故などとして現

れている｡30数年前まで豊かであった自然は､急速に破壊されつつある｡

(参 石灰岩台地型

新生代に形成された石灰岩が地表を覆っている｡地形的には高い山がなく､お

おむね平坦に見えるが､断層崖や小丘が発達する微地形となっている｡

土壌は島尻マージ又はジャーガル､ニービで､アルカリ性又は中性を示 し､山

原型に見られるイタジイ林は生育せず､植生景観は全 く異なる｡

雨水は地下に浸透することから､河川は発達 しない｡地下に浸透 した雨水は石

灰岩を溶か して､鍾乳洞ができ､地下水脈が発達する｡その一部は､天井が崩れ

ドリーネとなり､地表に洞穴のロを開くこととなる｡鍾乳洞には､コウモリや洞

穴性の節足動物等が見られ､また､そこには古代の人間の生活跡 も見られ､これ

らのことも石灰岩台地型の島の自然的特色 と言えよう｡

この型の島では地形が平坦なこともあって､早 くから開発が進み､自然度は低

い｡現在､自然は石灰岩の丘陵に線状に残されているにすぎない｡したがって､

固有種 も少なく､山原に見られる大型晴乳類のリュウキュウイノシシもすでに生

息 しない｡

石灰岩丘陵は､これまで住民の心の拠 り所であった御獄などもあって､聖域 と

して守られていたが､近年は石灰岩の採掘や農地造成により破壊が進んでお り､

自然の連続は線から点に変わりつつある｡

③ 珊瑚礁島峡型

竹富島に代表されるように､面積が小 さく､平坦な島である｡珊瑚礁が隆起 し

たもので､地形は非常に単純である｡人の居住地としての歴史は古いことから､

島の大部分は開墾され､自然地は御旗や海岸防風林などにわずかに残るのみであ

る｡

このような単調な自然に対 して､生活の知恵から生み出されてきた屋敷林や耕
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地防風林は自然を代償する緑 として､環境保全上､重要な位置を占めていたが､

今 日ではこのような緑 も少なくなり､ますます島の環境は単純化 しつつある｡ま

た､島の規模が′トさいことから､廃棄物の処分に苦慮する所が近年見られるよう

になった｡

特に観光が盛んになりつつある島ではゴミと生活排水による環境汚染が深刻化

しつつある｡

高 島 型 低 島 型

山 原型 集落 石灰 岩 台 地 型集 落 珊 瑚 礁 島峡 型集 落

一＼＼.. ｢:i-. ｢ノ ー.i＼.-.I--_だI寸,.姓:I_..'.rく 一〇令 ..L..山.･'a け ′ー●叫 'tI'I′-ンt● ■■ 1̀-71

●▲●■■■.一▼■● ■●●■I■一一■IL■一●■一■■一.■■●■■■■ 一.■'▼●̀ ./-j tT ＼｢｢_ノ~~~~~⊥ E}Q■一▼■一●■ ○1中JA1円

●- LJ丑はiJ35JA .:=ミ" ●L. C>▲..LJ.I乱 数 手-～ ...伽 リ_,

･.六 ㌢! -̀
_..,ー' .iI卓..

ー~一一一一､-Jご.r.. i-.■■一･一一一一一■-_ ど ;"...一 つ TL

三 諸 こち こ.-ニ二 二̀ti 地 _ __苧__-.-.JP ー●~一 書t ■Jt

J 4 q 'J-フ イノ- <J- -:. -

JLT* I ー~~一■■p

J JL Lr II4位 [ 1tJL位 ■◆■

山地 丘 陵 ､河 川 発 達 ､ 自然 石 灰岩 堤 ､地 下 水 系発 達 ､石 リー フ ､ 防 潮 林 ､ 屋 敷 林 等 の

林 伐 採 ､ 赤 土 流 出 問題 発 生 灰 岩 採 掘 ､地 下水 汚 染 問題 発 抱護 発 達 ､ 開発 に よ る環 境 の

図 6-9 島と集落の型と環境

2 伝統的社会環境特性

(1) 集団の形成 と集落

沖縄の地域社会の原点としては､集落の古称である ｢マキョ｣から説明がなされ

ることが通常である｡マキョは一つの御旗をいただく血縁集団で形成される集落で

あ り､空間的には､御縁を有 し居住空間があ り耕作区域までを含む0

琉球王府時代を中心にした村落の呼称は一般に ｢シマ｣であ り､後には ｢ムラ｣

が加わる｡一つの ｢マキョ｣がそのまま-集落として存続する場合 もあるが､集落

の発展や移動の盛んだった本島南部などでは多 くが複数の ｢マキョ｣の離合の繰 り

返 しを経ているとされる｡

集落共同体の主たる機能を祭紀､生産､生活の3つの側面 に分けてみると､沖縄

における前近代の共同体はどのような経過を経たのであろうか｡

祭紀については､地域を支配する按司(アジ-領主)の発生以降､政治的性格 を帯

びた神女であるノロ(祝女)が発生 し､王府時代に至って国家的神事の体系の中に集
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藩も組み込まれることになる｡一方で､集落の草分けの系統である神女である根神

(ニーガン)も存続 し､現代に至ってもノロ､根神の双方が継承 されていて神事が行

われる集落が少なからず存在する｡このように､祭紀に関 しては､原形 としての

｢マキョ｣共同体は､按司時代､王府時代を経て形を変えなが らも､現代の集落の

生活文化から見て飛び離れて遠い存在ではない｡

生産については､按司時代以降の支配階級の確立､そして薩摩侵入以降の租税の

重負担のもとで集落の農業生産は厳 しい条件を課せられた｡共同体と農業生産の関

係で､沖縄の集落において特筆 されるのが､｢地割別｣のもとでの耕作である｡

百姓地等の農地を一定年限ごとに耕作者の割替をし､土地の利用 ･所有を固定化

せず､売買や抵当人による流動化も許さない制度である｡租税負担の配分の仕組み

という性格を強 く持っていたと考えられるが､所有に着目すれば､共同体による土

地総有 ･利用配分のシステムである｡地割制は土地整理事業 (1899-1903)まで続

けられた｡

生活については､島峡の自然条件のもとでの生存を支える共同体の機能があった｡

それを端的に示すも､のに水の確保がある｡前節で述べた集落の3類型 ごとの条件の

もとで河川や井戸 ･湧水の水が確保され､水源の利用にあたっては場所ごとに利用

法を定めたり､定期的な清掃管理を行う村があったことが知 られている｡なお､生

活関連の共同体の機能については､祭紀や生産ほどに王府の行政上の記録対象にな

りにくかったため､まとまった史料に乏しい｡一部については次節の内法や規範か

らうかがうことができる｡

(2) 環境に関する規範

集落共同体には､環境に対する細やかな規範が現在でも存在する｡規範とは ｢のっ

とるべき基準｣であ り､明文化されたものから不文律までも含めて考えられるもの

である｡不文律について歴史的に知ることは容易ではないため､史料 として残るも

のをもとに全体像を推定せざるを得ない｡沖縄県内においては村内法の記録が残さ

れている｡

明治18年から20年にかけて沖縄県によって集められた ｢届出村内法｣は､間切単

位および間切内の各村単位の村内法の記録である｡これは､共同体の運営､構成者

の行動について罰則を伴って定められた規範であ り多岐にわたっているが､環境に

関わる項目も多 く見出される (奥野彦六郎､｢南島村内法｣､1952年及び ｢沖縄県史

資料編14巻｣に収録)0

集落内の保全域に関しては､下記の項目がある｡

○ 開墾､墓所､石穴等の無断造築の禁止

○ 井泉管理 (井泉にて枝物を洗い､塵芥野菜を散乱 し､井泉の故障をなすことの

禁止)

○ 山野管理 (松､椋欄等保全育成樹木の指定､蘇鉄育成管理)

○ 掩護林､防潮林の育成管理
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また､集落内の生活域､生産域については､

○ 道路等の修理

○ 屋敷閲の保全修復

生産域に関しては､

○農地の保全 ･管理､農作業の規定

○漁業を営む場合の漁法や水域の規定

村内法のほとんどが罰則 としての料金賦課の規定から成っている｡間切番所､村

番所の地方(じかた)役人の権限によって実施されていた事項である｡租税確保を中

心 とした王府の権力行使に関わる規定がかなりの割合を占める｡しか し､上記のよ

うな集落環境に関わる規定は､新たに外から賦課されたと考えるよりも､集落の自

律的秩序をあと付けしたものと解釈するのが自然である｡

項 目としては､山野や平地の樹林､防潮林､集落の抱護林､住戸の防風林に至る

まで保全､育成があげられてお り､重要な樹木､樹林が共有財産としてとらえられ

ていたことを示 している｡これらは県内全域にわたって共通にみられる項目である｡

修復作業等は共同作業として実施され (不参加への罰則規定がある)､規制は ｢原

番札｣(はるぽんふだ)等の仕組みで相互監視によって守られる｡井泉の利用の秩序

や保全についても同様である｡

村内法は､明治18年からの調査で届け出られた内容である｡この時期､｢旧慣温

存政策｣が取 られて間切や村の地方制度は王府時代のままであり､地割別も続けら

れていた｡その後､明治32年以降には土地整理事業が行われ､日本本土の法及び地

方行政の仕組みが導入される｡地割別が廃止され農地が私有される｡以降､諸規範

がどのように推移 したかについては､各地域の事例から個別に推測することになる｡

大正中頃において､農地山林原野の監視制度 (糸満市米須の ｢ハラゴー-原番人｣

制や､原番札に類似 した制 (同 ｢イックワナ-｣)､集落内作業の夫役割 り当て (同

｢ブ-｣､以上 ｢米須字詰｣､1992年による)等があったことが確認 されている｡ ま

た､戦後において防犯内法をつ くった例 (南風原町喜屋武ほか)等､第二次大戦後

までにまたがって､村内法に相当する規約が見出せる｡

概 して沖縄では旧慣温存策によって旧来の仕組みが本土に比べ残 りやすい条件が

あった｡さらには､戟後の日本本土でGHQによる町内会等の解散命令があったが､

沖縄県はこの対象とはならなかった｡その後は公民館を中心 とした自治組織が復興

にあたって重要な役割を果たしている｡このような経緯のもとで村内法的な規範は

現代でも形を変えて継承 されている場合がある｡以下は､村内法の要素の継承の概

況である｡

村内法の項 目は､前節で述べた沖縄の集落形態の3類型それぞれの空間構成に対

応 してお り､保全域､生活域､生産域に関する項 目があった｡

保全域の中で聖域に関する規範は村内法の中には多 くない｡明文化する以前の信

仰上の行動規範が多いためと思われる｡現在でも祭紀 ･行事 と関連する不文律は多
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く残っている｡聖域以外の保全域､例えば防潮林､村砲護､屋敷林等は､地域によっ

て残存の程度が大幅に違う｡沖縄戦での滅失以降に復元 されなかった場合や､復帰

後の開発で失われた場合などがある｡一部の集落で残されている豊かな砲護林等に

ついて､その保全の経過と仕組みを明らかにすることは今後の研究課題としたい｡

生活域に関しては､近代化によって一部の共有地を除いては空間が公私に分離され､

共同体の規範が作用する対象でなくなる方向へと進んできた｡その中で住民による

集落環境整備が取 り組まれる集落には､新たな共有性を得ようとする動 きが見られ

る｡

特に生産域は農業の変化と土地利用 ･管理形態の変化が著 しい｡水の共同管理が

重要な水田は1960年前後にほぼキビ畑に変わり､本土復帰後の農地は土地改良事業

等により形態を変えた｡環境保全規範の対象としては伝統的形態から相当に遠ざかっ

ている｡

(3) 空間の共有と環境保全

環境保全規範の背景にあるのは､環境を共同体の共有物としてとらえる価値観で

ある｡近代化の過程で､地域空間は公と私の両極に分解されてきたが､沖縄県内で

は独自の歴史的経緯のもとで､共同体による共有空間が存続 している｡

島尻地域の一つの字でのケーススタディによれば､

(D 日常生活に利用される建築施設 (公民館等)

(む 日常生活に利用される戸外空間 (公園､道路､井戸周辺の小空間)

(釘 祭紀空間 (拝所､御縁等)

毎) 緑地 (御縁以外の山林､畑)

(9 特定の個人か法人の利用

以上に分類される共有空間が存在 してお り､集落の自然環境の骨格の保全､祭死

空間の保全､集落の範囲(生活域)･集落の形成史のシンボルの保全､そして､日常

的共同利用を確保する役割を果たしている｡

これらは､保全域から生活域にまたがった空間を共同で保全管理 してきた歴史的

経過をあらわすものである｡そして今後も､処分の決定､保全管理､利用を共同で

行なう上で共同所有という形式は明確な裏づけを与える｡

自治会等の土地所有については復帰前後の混乱があ り､私有で登記 されたり､処

分された例も多い｡また､復帰後の土地所有法制と適合 しない要素 もあった｡とり

わけ､自治会等が土地登記上の所有者になれないという法的条件は土地共有にあたっ

て厳 しいものであった｡この点については､1991年に地方自治法が改正され､地縁

団体の認可の手続きを経れば不動産登記が可能になった｡ただし､そのためには､

以下の 4条件を満たさなければならない.

すなわち､ "1.地域的な共同活動を目的､2.区域が客観的に明らか､3.区

域の全ての個人が構成員になれる､4.規約を定めていること"である｡

これらは､沖縄における自治組織が空間的まとまりよりも､血縁共同体を基盤 と
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してきた背景に照 らせば難 しい条件である｡しかしながら､ある環境を共有する集

団としては､従来の集落共同体 もゆるやかな調整や改革が求められるであろう｡19

91年以降､徐々に認可された地縁団体も県内で増えてきてお り､今後の重要かつ有

力な研究の蓮材である｡

(4) 共同体の活動

現代の地域共同体の活動の拠点は､多 くの場合公民館にある｡沖縄における公民

館は､社会教育法に基づ く公民館という性格に限定されるものでな く､｢自治公民

館｣とも言われることがあるように､地域 自治の拠点としての役割を果たしている｡

もともと集落民が共同で設置 した施設であ り､区長､書記が常駐 している公民館 も

少なくない｡

集落組織は年輩者や有力者を中心とした役員会的な寄 り合い､全戸主による寄 り

合い､また､与(くみ)あるいは現在の班単位の運営 という段階制を持って運営され

た｡現代では規約に基づいた選挙制が取 られた りするが､基本的な運営方式は王府

時代の記録に残るものと類似の部分が多い｡

また､集落共同体には若者頭(ワカムンガシラ)という青年層の組織があり､行事

の運営など独 自の義務と権限を持っていた｡現在でも青年会や若者頭の名称の青年

組織が行事を取 り仕切る集落が見 られる｡

｢コミュニティ｣の古典的意味は ｢地域社会｣(地域性 を基盤)と ｢共同体｣(共

属意識を基盤)が重なったものとされる｡沖縄の状況は両者のうち ｢共同体｣とし

ての性格が非常に強 くあらわれていると理解できる｡

そのため､本土と比較 して特異な状況も生まれている｡

通常は､一定の地域の範囲の中で成 り立つはずの地域共同体が､空間的な拠 り所

を離れても濃厚に存在する｡その典型が離郷者によって組織 される郷友会である｡

また､もう一つ空間的に特殊な条件の上で存在するのが､軍用地内にかつてあっ

た集落の共同体である｡戦後の基地建設で強制的に移住させられた住民が､厳 しい

条件の中で相互扶助で支えてきた共同体であ り､移住地付近で独自に公民館を持つ

場合 も少なくない｡字有地が軍用地内にあ り､多額の軍用地料が字運営の財政基盤

となっている場合 もある｡

一方､都市部においては､新住民を含めた地域自治組織の立ち上が りは遅い｡例

えば､那覇市民の自治会加入率は､全国の都市の平均よりはるかに低い｡｢地域社

会｣より ｢共同体｣的性格が強いことが､環境や地域活性化に貢献する場合がある｡

農村部では人口が流出し地域社会のあ り方も変化 して-いるが､郷友会の存在をみれ

ば､潜在的な地域社会構成員が都市部に多数いるとみることもできる｡そのため､

郷里の開発問題に対応する動 きが都市部で起こったり､支援がなされる例がある｡

また､海外移民も移民先での共同体を保ち､出身地との繋が りを持つので､戦後復

興や国際交流を支援 してきている(次節にて後述)0
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<2> 環境から見る沖縄史と集落

沖縄の歴史の記録の中には､今 日の環境の形成に大 きな影響 を及ぼ したであろうと思わ

れる事項が兄い山される｡これらの事項を環境社会学的視点か ら見てい くと､概ね以下の

ように整理することがで きる｡

(原嚢料 としては ｢沖縄の歴史 新里恵二他｣によるものが多い)

1 沖縄史の中の環境 と社会

(1) 古 琉 球

西暦1000年以前の琉球は､各地域に血縁 を柱 とする集団が村 をつ くり､それは有

力な指導者のもとに統合 されてい く｡それを按司 といい､その時代 を按司時代 とい

う｡その頃すでに､支配機構の中に無配を組み入れてお り､その祭紀の源 となる空

間は御森(りタキ)であった｡支配域には御縁 を中心 とした祭紀空間のネッ トワーク

が形成 されていたであろうと推測される｡この時代の祭紀空間は､今 日において も

信仰の対象 として引 き継がれている.また､御縁等の位置する場は聖域であ り､地

域の保全ゾーンはすでにこの頃において形成 されていて､今 日にもなお､そのゾー

ンの形態は引 き継がれている｡

(2) 三山鼎立時代

1187年､沖縄本島の浦添に舜天王統が発生 し､後に中山と呼ばれる有力 な勢力 を

築いてい く｡中山には1264年に久米､慶良問､伊比屋 (現在の伊平屋)の三離島が

入貢 し､1266年には北の奄美大島が入貢 したことを ｢球陽｣､｢世鑑｣は記録 してい

る｡その後､中山の政治は混乱 し､中山､南山､北山という三つの領国に分かれて､

相争 う時代 となった｡三つの領国は､それぞれに中国に入貢 し､進貢貿易を行なっ

ていた｡その時代には､既に日本､東南アジアとも交易を始めていた｡中山では､

1392年に初めて北京の国子監 (大学)に留学生 を送 り､同時に中国か らは "桟人36

娃"を与えられたという｡この留学生 と横人はその後琉球王府の交易や諸技術者 と

して活躍することになる｡

(3) 琉球王府時代

中山では尚巴志が1406年に権力を掌握 し､1429年には三山を統一す る｡ ここに琉

球王朝が誕生することになる｡中山では､首里城の造営が進められる一万､1427年

には城下の造庭事業である "竜滞池" と､花果菜木を植栽 した "安国山"が造営 さ

れ､今 日に見る首里城及び城下町の骨格が出来上がっていた｡この造営 を指揮 した

のは､中国より帰化 した固相 "懐機"であった｡福建か らの帰化人は様々な技術者

集団として政治､交易､琉球の国土建設計画に関与 した｡その中で注 目されるもの

として､ "風水"があげらhる｡この風水は､その後沖縄の近世から戦前 まで琉球
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の空間計画に多大な影響を及ぼ し､今 日にもその片鱗は受け継がれることになる｡

1609年には､その後の琉球王朝にとって大 きな時代の転換期となる薩摩の侵入が

あった｡後､琉球は独立国としての仮面の裏で島津支配下にあえぐことになる｡ し

か し､そのように厳 しい社会情勢下にあ りながらも､ "大和"の文化を吸収 し､中

国と日本の両面外交を続けながら､琉球文化を開花 させていく｡その頃に今 日の伝

統芸能や工芸が確立されている｡

1782年に王府の三司官職についた察温は､琉球王府の政治に大 きな功績 を残 した

人物である｡彼は若い頃福建で風水を学び､その技術 を活か して政治､林政､河川

改修､立村等に活躍 し､その痕跡は農村集落に今 も見ることができ､これが今に

"沖縄 らしさの風景"の一要素を形成 しているものである｡

I a カ ワ フ ル 7 リ

内 外 氷 期 案 外 外 内
水 水 丁 白 T
F)ロ 山 山 ■ 虎 t

ナ トへ ホ 二 - ロ イ

内 天 明 甘 攻 入 主 祖
白 宗
虎 生 砂 曲 首 山 山

首里妹を と り囲む地車

図 6-10 那覇市首里の風水の構図

出所 :首里城研究グループ編 ｢首里城入門｣

(4) 明治時代

日本では1868年に明治維新政府が成立 し､1871年(明治 4年)には廃藩置県が行わ

れるが､琉球についてはひとまず鹿児島県の管轄下に置かれ､1872年に琉球藩が設

置された｡直接明治政府の籍のもとにおかれることになる1879守(明治12年)には琉

球藩を廃 し､沖縄県が設置される｡以来､沖縄戦までの間､沖縄は日本の中央集権

国家体制の中に組み込まれることとなる｡この廃藩置県が布告 された後の1879年に

明治政府は沖縄県に対 し旧慣温存の方針を布達 した｡この旧慣の基本的な内容をな

す ものは､土地制度､租税制度､地方制度の 3つである｡土地制度では､ "地割制

度''と呼ばれる田畑､山野を一定の年限及び人口 ･年令 ･性別 ･資力などを勘案 し

て再配分(割替え)する慣行である｡

租税制度では､個人ではなく-村単位に課 され､連帯責任であった｡地方制度で

は､旧来の行政単位である間切 ･村の諸慣行 (内法)を温存 していた｡このような

明治政府の旧慣温存政策は今 日批判を受ける対象 となるものであるが､一方で､こ
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の大きな矛盾を含み､かつ苛酷な農村政策は､農村の連帯責任として共同社会の構

築を否応なく進めていったものと推測される｡

この頃､士族社会においては多数の無禄士族が体制からはじき出され､農村に居

を移 し､開拓に身を転 じる者 も多かった｡このようにして出来た集落を ｢屋取｣(ヤー

ドウイ)という｡屋取集落は1700年頃より見られるが､多 くは廃藩置県の前後に発

生 している｡本集落が風水的に吉地とされる良好な居住環境下で成立 したのに対 し､

屋取集落は荒撫地などの土地利用が困難な地に成立せざるを得なかった｡したがっ

て､本集落の構造と屋取集落の空間構成には大 きな違いがあ り､その状況は今 日で

も答易に観察することができる｡

1893年(明治26年)には､地山開墾が沖縄の地域社会を揺るがす問題となる｡仙山

とは農民が共同で種植 し､育成 し､管理 ･利用 してきた共有山林 (入会林)であっ

たが､沖縄県知事の奈良原は産業開発 ･貧窮無禄士族救済という理由で開墾を許可

しようとした｡時の県庁の開墾事務主任の地位にあった謝花昇は防風雨､水源地保

護の観点から､この計画の実行を最小限におさえようとした｡しか し､彼は職を解

かれ､計画は実行に移された｡

1897年に謝花は土地整理調査委員に任命された｡土地整理は土地の所有権確定-

納税主体の確定および地租改正-金納化を決定するのが目的であった｡その際､農

村の共有山林地である "仙山"の所有権を誰のものにするかが当然の問題 となった｡

結局､1899年(明治32年)に沖縄県土地整理法が施行され､1903年(明治36年)には土

地整理が完了 した｡土地整理は土地の私有制を進める一方で､多 くの地方では農民

の所有地が負債の償還のために売却または借金の抵当に入れられ､農民の手を離れ

ていった｡このようにして土地を手放 した貧農は県外出稼 ぎあるいは海外移民とし

て流出し､従来の地域主体の森林管理が崩壊 していくことになる｡

(5) 大正時代

大正時代になると､農家は租税の支払いを工面する目的から換金性の高いキビ作

を盛んに行うようになる｡この頃､キビ栽培に従事する農家戸数は全体の六割以上

を占めていた｡したがって､多 くの水田が畑に転換され､生産域の農的土地利用が

大きく変化することになった｡これはモノカルチャーの欠点である天災等に弱い農

業環境となり､後に蘇鉄地獄 と形容される悲惨な飢鐘の要因を形成 していった｡

また､この頃恩納村では､明治の頃からの山の荒廃や魚貝類の乱獲等によって海

の荒廃が発生 していった事が記録に見られる｡

(6) 昭和時代 (戦前～復帰前)

昭和に入 り､戦雲急を告げる時代となり､ついに1945年(昭和20年)には沖縄が地

上戟の舞台となり､沖縄本島の中南部は焦土と化 し､森林のほとんどが消滅 して し

まった｡

1951年(昭和27年)には日本と米国の間でサンフランシスコ条約が調印され､奄美､
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/ト笠原諸島とともに米軍の施策権下に入ることとなる.同年には戦災によって荒廃

した県土を緑化 しようと､琉球列島群島政府の布告により愛林週間が設定された｡

この週間行事による植樹は年間目標を数倍 も上回る実績を示 し､多 くの島民の関心

の高さがうかがわれた｡

同布告に基づき､｢緑の学園運動｣も沖縄教育連合会が主体 とな り､琉球政府､

琉球大学､各地区､各学校を網羅 して中央及び各地区に植樹委員会が組織 さjl､学

園緑化の先駆けとなった｡1959年には全琉緑化推進運動本部が琉球政府内に設置さ

れ､各地の林業技術員を指導員 として､また､植樹現場の実践活動体となる地域住

民を督励する各市町村に緑化支部を結成 し､活動を始めた｡この運動 も植樹 目標を

上回る植樹実績を示 した｡また､日本本土､台湾､ハワイ､北米､南米､豪州等か

ら金銭､苗木､種子等の物心両面の多大な援助が寄せられた｡その時の援助は緑化

に限らず､教育､食糧等 と幅広いものであったが､その担い手には戦前に移民 した

各国の沖縄県人会 もあった｡

みどりの羽根募金運動は1961年から始められた｡これは貧者の一灯による愛護運

動とも形容され､初年度の目標額に対 し112%の高い目標達成率を示 し､島民の緑

への渇望を表 していった｡その緑化運動への関心の高さは､目標達成率でみると今

日にまで引き継がれているといってよい｡

1950年代後半から､北部の山地では急斜面地の農的土地利用を進める換金作物 と

してパインアップル栽培が導入され､農家所得を向上させる一方で､北部海域や八

重山海域の赤土汚染が始まることとなる｡

また､米畢基地の拡張に伴って､各地で米軍による土地の強制収容が始まり､多

くの島民が土地を奪われることとなる｡また､急増する人口に対 し､移民政策がと

られ､南米移民が行われ､また､石垣､西表島では､新たな開拓村が造られること

となった｡

米軍基地の建設は､建設産業を振興 し､また､基地周辺では飲食店や基地関連労

働者の住宅等を始めとする新市街地が急速な勢いで形成され､嘉手納町から那覇市

にかけての西海岸地域では､従来の土地利用の秩序が崩壊 し､また､新たな秩序 も

ないままに､市街地がスプロールすることになった｡

米軍占領下では､基地に関連する公害も頻繁に発生 した｡原子力潜水艦からの放

射能漏れ､航空燃料やPCB汚染､高周波障害､砲撃演習地での森林火災と赤土流

出等が発生 し､この被害は日本復帰後も引き継がれることとなった｡基地建設では

建設材料 としての砂の採取による海浜の衰退が中部地域の海浜で見られ､それは今

日に至っても未だ回復 していない｡

1960年代に入ると再びサ トウキビブームが起こり､多 くの水田が畑に転換 され､

農村風景の大きな変貌とともに水環境 も大 きく変えることとなった｡この頃､農村

地域では､高等弁務官資金による簡易水道の建設が盛んとなる｡簡易水道は集落単

位で造られ､その運営管理は地域住民の自主的活動で行われ､戦前からの共同体組

織が維持されてきた｡
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一方､合成洗剤の普及が進み､都市､集落地域の河川は生活排水の影響 を受け､

急速に水辺環境の悪化 となっていった｡

また､産業振興として製造業の育成に力を入れる一方で､数々の産業公害が発生

するのもこの頃で､セメント工場､バガス加工場での粉塵､焼 き物工場､製糖工場

からの煤煙などに対する住民の公害反対闘争が発生 した｡この原因には防止技術の

遅れとともに､都市計画上のゾーニングの遅れがあった｡

1970年代の復帰前後には那覇近郊の市町村では都市スプロールを受け､市街地の

秩序なき拡大が続 き､多 くの農地､山林原野が住宅地に変わ り､緑地の消失が拡大

してきた｡

図 6-11 沖縄戟前後の本島中南部の樹林地分布

出所 :沖縄県農林水産部 ｢中南部地域樹林地荒廃復旧基本計画｣

(7) 昭和時代(復帰後)

1972年の本土復帰後は､較差是正策 として膨大な公共投資が行われ､社会資本の

整備が開始される｡また､CTSやアルミ精錬工場の誘致をめぐり地域での対立が

発生 した｡結局､その計画の一部は実施 され､広大な海域の埋め立てとなり､沖縄

の浅海域の改変となっていく｡

1975年の沖縄国際海洋博覧会(以下､｢海洋博｣という｡)の開催に向けて､会場の

造成と道路の整備及び周辺地域の観光開発への思惑 もあって､広大な自然の改変が

行なわれ社会資本が充実する一方､良好な自然が失われていった｡海洋博の開催 に

あたっての様々な開発現場では､自然や文化の保全をめ ぐって､地域住民を中心 と
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する様々な運動が見られた｡

復帰後､本土法の適用の中で公園緑地の整備が急がれる中､都市地区では公園緑

地の指定が急がれたが､その指定にあたっては､既に過密な都市という状況にあっ

て､指定地は緑の残 された丘陵地や墓地となった｡その結果､公園整備をめぐって

の意見の対立 も起こり､公園整備が地域の自然文化を破壊するという状況が見られ

るようになった｡

また､高率補助が受けられる公園整備は進むが､補助率が低い緑地については指

定 も拡大せず､重要な都市緑地と評価 される所にあっても､開発の波に飲まれ､消

えていった｡

農村地域ではかつての共有地の登記が個人名義として登記されることとなり､そ

の混乱に乗 じて共有地が企業に売却 されるという事件が発生 し､従来の共同体に混

乱が起こった｡

また､簡易水道は上水道に切 り換えられる方向となり､中南部地域の多くの村で

簡易水道が廃止されたが､結果として従来の水源地周辺の環境管理意識が低下 し､

水源地周辺に汚泥や産業廃棄物が投棄されるなどの問題が発生 した.

この頃は､土木技術の発達により､大型機械による大規模な自然地の改変が行な

われ､都市地域では丘陵地での宅地開発､農村地域では山地丘陵の大規模な農地開

発､沿岸域では埋め立て､護岸整備､港湾建設により自然景観が一変 していき､各

地で小さな反対運動が発生することとなる｡

1980年代になると､第42会国民体育大会(愛称｢海邦国体｣)の開催に向けて､県が

音頭をとるクリーン､グリーン､グレイシャス運動が行われ､行政と市民を網羅 し

た細かな環境美化運動が展開される｡同時に市民､住民 レベルでも住環境への関心

が現れ､市民運動の胎動期となる｡1980年代後半には河川関係の団体を始めとして

多 くの市民運動体が設立される｡

また､高度経済成長､円高のピークとなる時期の中で､1988年に成立 したリゾー

ト法を受けて､沖縄県においても1990年に沖縄 リゾー トマスタープランを策定 し､

10地区の重点整備地区を設定 した｡そのような状況の中で民間資本も独自のリゾー

ト開発を掲げ､多 くの山林や海浜地で土地が買い占められていった｡このような海

洋博に次 ぐ開発の波は地域を飲み込んでいく一方で､一部地域では地域住民の地域

環境に対する保全の姿勢を呼び覚まし､リゾー ト開発を再考 しようとする環境保全

運動体の形成を誘発することとなった｡

1990年代に入ると､沖縄の環境についての政策論議が活発化 し､全国植樹祭会場

の選定や､林道建設､赤土流出問題をめぐって行政と市民団体との摩椿が生 じてき

た｡このような状況の中で､行政側は環境管理計画の策定や景観条例の制定､赤土

等流出防止条例の制定を行ってきた｡また､市民側でもシンポジウムやフォーラム

の開催が盛んに行われ､自然､文化を尊重 した開発を望む姿勢を明らかにしてきた(

これらの論議の中から展望できることは､開発と保全における地域の自立性の確保

と地域の風土にあった環境形成技術が求められる時代になってきたということであ

ろう｡

148



祝辞
蛍紫
‡､V
.jH

‡x
ミ¥
モボ
卓…

～>
融
ぢ=轍

詩
遠
さ;
拙
B:t
冶泣

くSB
:流
山

B･L
tW

宕･斡
識
洲

☆
芯
､､飴

側
軸
益治脚

似村甘
鉛:史州
牌汚冊
N溌輔鮒
穴甜¥主群

琉
球

王
府

沖
A

gL
米丁統
治下

沖JIy
L

T
8
T

泣
付

沖
て

:
53
鵬

9
誓97
2"
…

榔国
体

.,96

景
観

条
例

沖
振

浅
見

dL
L
の

胎
動

胃
洗

基
本

条
例

の
準

傭

警
岩

芸
霊

宝
よ

る
仙

山
墓

地
蛸

壷
藍

化
慧

慧
讐

禦
㌫

執 す
靴

遭
…

野
､

公
共

拙
線

化
,

公
書

反
対

1
勤

(
C

T
S
他

,
…

三
三

;
:定

.
の

芽
集

落
住

民
の

抵
抗

公
害

反
対

肋
(エ

鵬
物

,
a
(筈

,:
芸

ア
諾

雪
'生

遥
認

諾
l
(hc
G'
i
'&

,イ
ク
ル

他
'

共
同

体
の

生
存

の
維

持
全

種
化

､
近

代
化

JI
主

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
の

ji
体

化

自
照

､
風

土
､

地
嬢

文
化

へ
の

叫
心

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ス

ケ
ー

ル
へ

の
回

帰
共

生

風
水

思
想

､
近

日
,q

工
法

へ
の

軸
心

図
6
-
1
2

沖
縄

に
お

け
る

地
域

社
会

と
環

境
改

善
保

全
活

動
の

変
遷

.C
L

U
⊃



2 集落 と環境保全

前節で述べた沖縄の集落の 3タイプを具体的に代表的集落を例にとって､その環境

の特徴 と共同体の活動について見ることにより､沖縄の集落の環境の現状 と､環境保

全 ･改善活動の方向を把握 してい くものとする｡

(り 山原型集落

沖縄本島北部名護市の源河集落は､典型的な山原型集落である｡沖縄本島の西海

岸に面するこの集落は､東､北､南 を山地丘陵に固まれ､その山あいを源河川が流

れる｡現集落は源河川の下流の沖積低地に立地する｡この集落の変遷をたどると､

グスク時代の後期には瀬洲山の中腹に瀬洲村があって､その後徐々に下に移 り､大

正時代には全てが移ったと云われる｡

集落の聖域である御森や拝所(ウガンジュ)は､ウ-グシクウタキとシーシウタキ

(瀬洲御獄)､ヌグナウタキがあ り､いづれも現集落の背後に位置 し､それぞれの麓

には井泉がある｡昭和 2年にこれらの拝所の統合がなされ､集落内のクーブシクの

位置にオミヤと呼ばれる拝所が設けられた｡現在､部落の年中祭祀の全てはオミヤ

で行われる｡拝所が一つに統合 されてもムラの区分は村人の意識で生 きていて､オ

ミヤの内部は瀬洲 と源河の双方に仕切 られている｡また､年中祭紀を司る神役につ

いても双方の村の旧家から出す ようになっている｡

戦前の源河の暮 らしは山林に大 きく依存 し､材木や薪を那覇に出荷 していた｡大

正の頃には出稼 ぎが増え､また､砂糖キビの栽培が盛んになった｡明治の頃からア

ユ漁は盛んだったとのことである｡昭和 5年にはアユの人工醇化計画が進められ､

同10年にはアユ狩 りを楽 しむ観光客 も増えたといわれる｡同15年には源河川 を禁漁

区に指定 し､県が増殖事業に着手 し､同年末に沖縄で初めての人工醇化を始めた｡

戟後は､昭和32年頃に漁業調整委員会 を設置 してアユ漁を禁 じた り､繁殖に努めた

が､個体数の減少には歯止めがかか らず､昭和52年を最後にその姿は沖縄本島か ら

消えた｡

絶滅に至った原因として､砂防ダム､取水堰の建設､河川改修､上流域の森林伐

採､土地改良､林道建設による水量の減少 と赤土の流入 とともに､川沿いの豚舎か

らの畜舎排水の垂れ流 しがあげられた｡昭和61年には｢源河川にアユを呼び戻す会｣

が設立 され､河川環境の改善活動 と奄美大島等か らの椎魚の導入など精力的な活動

を続け､近年､再びリュウキュウアユは源河川に戻ることがで きた｡

この活動の特色は､共同体 を基盤にした会員のつなが りの中で畜舎の移転がスムー

ズに行えたこと､公共事業等 との調整が功を奏 したこと､琉球大学やダム関連の機

関と一般の人々の支援組織が出来たことなどである｡

山原型の集落では､山と川か らなる環境の保全 と活用が常に課題 となっている｡

源河集落のような共同体の基盤はどの集落にも備わっているものであるので､源河

の環境回復活動は今後､山原集落の環境 を回復 させる-つのモデルとなろう.課題

としては､水源地である山林の開墾は依然 として続けられる傾向にあるので､今後

150



の 環 境 に 配 慮 し た 土 地 利 用 計 画 の 検 討 が 必 要 と な ろ う ｡

①マツンyヤマ ① シーシャマ ⑳ティラガー ⑲扶JF川

07tJt川 (Dヤ7シチャ ⑩ ウ-ブシクワタキ

①つイ7ハー 0 クーブシク ･オミヤ ⑬ つ-ブシタ

q)シーシウタ+ (Dシチャタハ- ⑳′､ティガー

図 6-13 源河集落と御鼻等の位置

出所 :津波高志 ｢沖縄国頭の村落｣

(2) 石灰岩台地型集落

① 農村集落

沖縄本島南部糸満市の米須集落は石灰岩台地型の集落である｡この集落は18世

紀中頃に古島(古村)から現位置-移動 したとされる｡明治期まで旧摩文仁間切の

番所が立地した有力な集落である｡空間構成としては北側にグスクを含む石灰岩

堤の丘陵があり､グスクを背後として宗家､ヌル殿内(ドゥンチ)等の集落の根本

に相当する場所がある.そして､そこから南-集落が広が り､さらに南に農地が

あるという典型的な石灰岩台地型の集落構成である｡

集落の基本的構造は多 くの場合､祭紀 ･行事から読み取ることができる｡祭紀 ･

行事の行われる重要な場所は図でわかるとお り､①背後の丘陵､⑦中央北部の宗

家や拝所のある一帯､③集落域の外縁を示す場所､④集落前面の広場である馬場､

の4桂がある｡祭紀 ･行事の主要動線はこれらを結び､集落の起源と本来の骨格

を示 している｡この地域は ｢枯れ摩文仁(カリマブイ)｣と呼ばれたほど水源に乏

しく､主な泉は集落の外にあ り水汲みで生活を維持 した｡泉には各々の利用上の

ルールがあり､身体を洗う際は海側の泉へ行った等の慣習があった｡なお､他の
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集落では集落内や集落端に井泉が立地することも多い｡

集落はグスクの丘陵の南側の宗家から南-向かって展開し､徐々に範囲を広げ

た｡十五夜の大 きな行事である綱引きの場所は旧行政中心の間切番所前から大正

10年に南の馬場- と移動 した｡さらに近年も新規宅地が南側農地の転用で徐々に

つ くられている｡集落共同体については､前節で述べた農地等の共同監視(｢ハラ

ゴー｣制)が戟前まで行われていたこと､計20人からなる若者頭 (ワカムンガシ

ラ)のグループがあったこと等が示すように､近代化の中にあっても強い結び付

きを維持 していた｡大正以降も共同作業による道路建設､遊び場整備､拝所の整

備や再建等の記録が多数残っている｡

沖縄戟での激戟地となった米須は壊滅状態となり､一家全滅の家が続出し半数

以上が戦死 した｡現在 も一門の神屋だけが残る宅地が見られる｡人口が戦前 レベ

ルに回復 したのは1960年頃である｡戟後､村民が収容所から帰村 し復興にあたっ

た｡1947年には主な拝所の再建､1948年にはカヤ葺きの公民館が村民によって建

てられた｡1965年には海岸の防風林､防潮林の植樹が村民によって行われてお り､

戟後も共同的な集落整備が続いている｡

さらに現代に近づ くと､拝所の前や広場をコンクリー ト舗装 したり､旧馬場を

市道としてアスファル ト舗装するなど､近代化願望の表われともいえる ｢整備｣

も進捗 した｡かつて集落の生活を支えた泉は､1955年の簡易水道設置後 も生活用

水源であったが､1970年代の上水道の整備以降は農業用だけに用いられている｡

なお､現在の米須の字内規(1980-)においても､区長による保安林の管理､拝

所管理､道路排水溝管理､旧水源地の泉の水利用管理､共有地の処分に関する規

定等､かつての村内法を思わせる内容が明文化されている｡

米須集落は､水に関して恵まれず､背後緑地も東側がやや欠けるという不利な

条件があるものの､石灰岩台地型集落の典型的な形態を残 している｡ただし､生

活環境の整備は充分に進んでいない面がある｡人口が漸減するrPで､北側の集落

発祥地付近に空地が目立った り資材置き場があることや泉等が環境構成要素とし

て生かされずに荒廃 しているなど､意識的な環境改善を要する課題がある｡同時

に今後の農地整備､農村集落整備に伴った集落発展の可能性 もあり､それらの進

行を本来の集落環境の骨格 と整合 したものとしていくことも重要である｡

米須には､ゆるやかな変遷をたどっている農村集落の姿の一つの典型を見るこ

とができる｡さらに､これと比較 して幾つかの農村集落の変遷を整理することが

できる｡米須は都市圏への通勤圏内にあると見られるが､都市部から遠い集落や

離島にあっては空間構成や共同体の形を引き継ぎながらも､居住者数の維持が厳

しい状況の集落がある｡一方､都市に近接 した集落では､スプロールが著 しかっ

たり､新旧住民の混住化や開発による保全域喪失といった問題を抱えている集落

がある｡第 3章以降で検討される農村部の環境改善活動は､米須を例に説明 した

ような(固有の条件による差違はあるが)歴史的経過を経た末に登場する｡米須集

落においても米須活性化委員会がつ くられ､集落環境の点検を行うなどの活動が
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展開されている｡

図 6-14 米須集落の空間の骨格

(参 漁村集落

海に囲まれた沖縄県の各島の海に面する集落は､大なり′トな り漁業を営んでい

る｡その生業の形態は漁業を専業 とする漁業集落と､農業に生活基盤を置きつつ

漁業も行う半農半漁の集落に区分できる｡専業 とする漁業集落は､糸満､港川､

佐良浜､新川等の限られた集落となるが､半農半漁の集落は､名城､備瀬､川平

等､数多い｡ここでは､石灰岩台地型の漁村集落の糸満について述べる｡

糸満は王府時代の頃より良い漁場に恵まれ､海事に長 じた漁民の住む集落とし

て知られていた｡地形的には､南北石灰岩堤が棋状に位置 し､西の海に開けてい

る｡喫状の要に位置する所がかつて上組 と呼ばれた地域で､現在の上之平区とい

う｡ヌンルンチ(祝女殿内)､ トウンチャー(殿内屋)､クガニムイ(黄金森)など祥

所と宗家が多 く位置する｡上之平区の北側の石灰岩堤の西端には､糸満の信仰の

中心となる白銀堂があ り､その沖合いには沖之島(現在は埋め立てられ地続 き)が
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あ り､海の神である龍宮を拝む拝所がある｡上之平区の西側の海に面 した所では､

西組(現西区)､中租(現町端区)があ り､漁家の多い区である｡新組(硯新屋敷区)

は模状の地形の南側の石灰岩堤の南緩斜面に位置する｡石灰岩堤の南側には門中

墓が多 く立地 し､北の石灰岩堤とは空間の位置づけが異なるようである｡さらに

南側には南区(現南区､前端区､新川区)があり､明治以降､田や潟を埋め立てて

形成された地域である｡糸満の集落の発達をみると､上組から西組､中絶へと硬

状の地形の中で海に向かって拡大 し､さらに南の石灰岩堤を越えて新組､南組へ

と拡大 し続けていった｡戦前までの集落域の変遷を見ると､石灰岩台地型集落に

共通する空間の構造と拡大の原則を有 している｡

祭紀の中心は白銀堂で､それぞれの区は海に向かう拝所を有 している｡主要な

祭 として旧暦五月四日のハーレー(海神祭)と旧暦八月十五 日の大綱引き(豊年祭)

がある｡漁業集落の中で海と陸の二つの行事があるのも興味引かれるものである

が､漁業集落も母体を辿れば農村ということであろうが､ハーレーも綱引きも祭

りの最後は海に向かっての祈 りで終わるということは､漁業集落の特徴である｡

この海に深い関わりを有する集落は､陸域の環境形成にはあまり大きな関心を

寄せなかったようで､明治の頃から集落域には緑が乏 しかった事が新聞等に記載

されている｡その代わり､生業の場となるイノー(浅海域)の管理については不文

律の約束事があって､環境管理がなされていたとのことである｡

戦後は漁業以外への職業に就 く者が増え､イノーも埋め立てが進み､イノー内

の沿岸漁業は衰退 していっている｡かつてイノーに有機物を運び豊かな漁場を形

成する要因でもあった報得川は､畜舎排水 と生活排水で大きく汚染され､今日の

大 きな環境問題となっている｡また､埋め立ての急連な拡大は海と人との関係を

絶ち､人々の生活意識の中から海が遠ざかっていっている｡このような状況に改

善を望む声 もあるが､末だ世論を形成 し､街づ くりに反映できる状況にはない｡

このような状況が形成された原因には､那覇市-の通勤圏としてのベッドタウン

化に伴 う急速な混住化と開発に至ったことにあるものと思われる｡

近年は､祭 りの担い手が少なくなるなど､共同体の衰退が懸念される状況にあ

る｡また､旧市街地の人口の減少に伴って再活性化の論議もなされつつあるが､

その目的を達成するには､本来糸満が有 していた空間構造と環境賓源の再発見を

基礎 とした取 り組みが必要となる時期であろう｡
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図 6-15 字糸満の′ト字 (1/15,000)

出所 :糸満市 ｢広報いとまん｣昭和62年 5月

(3) 珊瑚礁島唄型集落

珊瑚礁島峡型は､沖縄本島､宮古島､石垣島､西表島の周辺に多 く分布する｡お

およそ､どの島も過疎化の波に洗われ高齢化が進み､共同体を必死に守っていると

いう状況にある｡島の生業は､島によって異なる｡作物栽培を中心とする伊江島､

津堅島､多良間島､牧畜を中心 とする黒島､新城島など､島の経済を担う手段はそ

れぞれである｡ここでは､観光を中心とする竹富島を事例 として述べる｡

竹富島は石垣島と西表島の間の石酉礁湖と呼ばれる浅海域に位置する面積5.41kn仁

周囲9.15km､最高標高20.5mの′｣､さな島である｡隆起サ ンゴ樵の島のため､表流河

川の発達は乏 しく､水は井戸に頼っていたが､近年は石垣島からの送水に頼ってい

る｡したがって､農耕は畑作が主で､かつて稲作は､西表島に船で通って行ってい

た｡

鳥の環境保全で重要な自然要素は､島の周 りに発達するリーフ､海浜地の防風林､

集落の屋敷林､御森林である｡これらの要素は防風と水源滴菱の役割を果たし､島

で人々が生きていく基本となる環境を形成 している｡御獄は島内に30もあ り､祭紀

と深い関わりを持つoまた､防風林の中にも御縁があり､大切に維持管理されてい
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る｡

島の中心域の御森から海辺の御獄に向かっては､放射線状に道が伸びるが､これ

らの道筋はいずれも曲線を描 き､一つとして直線の道はない｡これは潮風や北風が∫

吹き抜けることを防 ぐ知恵であろうと考えられている｡御森は祭 り空間であり､ま

た､主要な御旗を結ぶ道筋 も祭 り空間である｡集落域は各家々からの草花が彩 り､

美 しい景観となっているが､その維持管理は老人クラブが奉仕活動として草刈 り清

掃にあたっている｡石垣に囲まれた赤瓦屋根の木造住宅の集落景観は魅力ある観光

地となっているが､伝統文化を愛する人々にとって､今 日に至るまでには様々な経

過があった｡

竹富島の景観の美 しきは復帰前から全国に知れ渡 り､訪問客の多い島であった

が､外部資本による観光開発を目的とする土地買い占めが顕在化するのは復帰前後

である｡復帰前の昭和44年に島外の人達による ｢竹富島を守る会｣､昭和47年に｢竹

富島を生かす会｣が結成されている｡昭和57年にはある開発計画が浮上 し､島内外

の人々の阻止運動を呼び起こした｡このような状況の中で､行政は､昭和57年頃か

ら集落景観保存のための調査に着手する｡

バブル経済の頃､幾つかの大型の観光開発計画が企業から提示されたが､バブル

の崩壊 とともに計画は泡と消えた｡しかし､買い占められた土地は荒蕪地化 し､新

たな環境問題 となっている｡一方､住民側は､地域主体の地域活性化を目ざして取

り組みを見せ､昭和61年に ｢竹富島憲章｣を制定 し､島民を代表組織 として ｢竹富

島集落景観保全調査委貞会｣を発足 させた｡また､町は同年に ｢竹富島景観条例｣

を制定 した｡国は昭和62年に､｢重要伝統的建造物群保存地区｣に指定 した｡

竹富島の景観の保全活動の成功は､島に住む人々の島の景観と共同社会-の愛着

とともに､島外の人々の支援の結合にあったものと思われる｡このような社会組織

的土壌はどの島にも共通のものであ り､今後の島の保全と活性化に向けての一つの

手法を提示 しているものといっていいだろう｡

島の祭紀動線

島の空間構造

ル∨/｢ ＼..＼､
/ 一 一＼＼
し1 ､､

:,-_73 :慧 8.也/

抄芋 N '落

I- ←イニ ーつ｡の▲い じヽ- ナビ′H J" )

図 6-16 竹富島の空間構造と祭紀動線

出所 :普請研究会 ｢沖縄 ･竹富島の家造 り｣
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<3> 今日における環境保全活動の可能性と課題

1 近年の環境保全活動の動向から見る可能性

地域に根ざした参加型環境保全 ･改善活動は､かつての琉球王府時代の集落におい

て伝統的地域社会によって担われていた｡伝統的地域社会による環境保全は､一定の

社会的空間的な条件の上で成立 してきた｡すなわち､①生活行為全体が地域環境に関

わりがあった､②人の流動が少なく共同体 と地域社会が一致 した､(参適切な規模で環

境と人間の関係を築ける範囲があった(ヒューマンスケール)､亘)自分の生活圏の外に

も共通する原則で保全された環境が存在すると想像できた (連続的均質性)0

しかし､このような条件は沖縄戟以降の地域の激動､とりわけ本土復帰以降の開発

の巾で失われつつある｡生活空間が広域化 し､都市部での地域社会の弱体化や未形成

状態､都市化地域の混住化の進行等､社会的条件の大幅な変化があった｡環境 自体 も､

水循環の例に代表されるように生活圏での範囲で対応できない課題が多 く現れている｡

そのような状況の中で､特定の目的に沿った非地縁的集団による市民運動 ･活動が

広がり､環境改善活動の上で大きな役割を持つようになった｡

しかし､昨今では水やゴミの問題のように､生活行為自体が環境悪化の要因の中に

組み込まれ､被害 ･加害関係が複雑化 した問題が多 くなっている｡このような問題に

対処するには､日常的継続的な改善活動を欠かすことはできないのであ り､伝統的地

域社会が担うべ き役割が解消 したと考えるのは早計である｡伝統的地域社会による環

境改善活動 (住民活動とする)は次第に役割を縮小するのでなく､特定の目的に沿っ

た非地縁的集団による市民連動 ･活動(市民活動とする)とも連携 しながら活動の方向

を模索 しているのが今の段階と考えられる｡

近代化によって､とりわけ復帰以降は共同体の弱体化も進んだ｡しか し､一方で郷

友会の支援や市民団体との連携など活動を支える新 しい条件 もあらわれてきた｡集落

の共同体が保持されている地域にあって集落の圏域内の課題に取 り組む場合は､伝統

的地域社会を最大限に生かしつつ､場合に応 じて技術､資金等の支援を受けて活動を

展開していくという道筋が想定できる｡このようなケースは目立たないが､着実に数

多く存在する.また､都市部の新興住宅地域でも､一部では祭の創設やコミュニティ

形成の芽が見られるようになった｡旧集落がのみこまれた混住地域はコミュニティの

形成は雑 しいが､多彩な居住者層の知識や能力が交流できるという可能性 も持ってい

る｡

現在､住民活動と市民活動とが連携 しながら進む場合が多様な形であらわれつつあ

る｡社会条件の変化で従来型の住民活動が困難な場合や課題自体が広域的で対処困難

な場合には､このような広が りを持った活動が求められる｡住民活動主体の動 きを市

民活動が支援する場合や市民活動が先行 した運動が住民活動を刺激 して再活性化をう

ながすなどの事例が今後増えてくる可能性がある｡
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･地線的集 団 と非地縁 的集 団の連携 によ る活動方 向の模 索

(例 :久 茂 地川 フェステ ィバル実行委 員会 +久 茂地川 通 り会 )

･伝統的地域社.会 を生か しつつ､外 部の技術 ､賞金等 の支 援 を受

け､新 たな活 動 を展 M

(例 :漁河 川 にアユ を呼び戻す会 +源河川 にアユ を蔽 生 させ る

図 6-17 地域社会に根ざす環境保全改善活動の方向

2 環境観の変化 と技術 ･行政 システムの課題

環境 という概念は時代 とともに変化 してきた｡それは人間の生存を安全に保障する

ものから､自然 と共生するというマクロな視点に変わ りつつある｡水環境でいうと治

水から利水､親水､そ して自然の保全 と変化 してきた｡

経済基盤のぜい弱な地域や島喚地域においては､建設投資による経済活性化を急 ぐ

あまり､地域の自然や伝統､文化の把握が充分でないままに整備を急いだ実態がある｡

また､明治に始まる中央集権的体制は､技術の分野にも持ち込まれ､南北に長い日本

列島にあって､同一基準でもって対応 しようとした弊害も随分 と指摘 されてきた｡ま

た､予算の運用についても中央での採択を気にするあまり､地域の実情を反映 しない

事 も多 く､ここで も地域の主体性の確立が求められている｡

このような状況の中で､技術では多自然工法や景観形成手法などの新 しい技術分野

の確立が急がれているが､それが期待 どお りの技術になるには､地域の環境 (特に生

態系への配慮)や社会の充分な把握が基盤となるであろう｡

近年沖縄では､ウリミバエの防除技術やマングローブ利用技術等の研究が日ざまし

く､その海外への普及は国際交流 ･支援 としても注 目を集めているが､これらの技術

が沖縄県で研究確立された背景には､生物地理学的に東洋亜区に属 して､東南アジア

地域に共通する環境を有するという地理的条件がある｡また､今 日多 くの環境問題 を

抱える沖縄県の悩みは､これから経済発展を遂げるであろう東南アジアを始めとする

発展途上国や島峡地域に共通するものである｡これらの国々-の技術的支援では､単

に末端技術に限らず､開発と保全の葛藤の整理 と行政システムの確立の仕方､計画論

まで含めることが重要である｡
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